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要約要約要約要約    

【 結論：違法アップロードの利用者を取り込めるような、新たな動画サイトの創設 】    
 

 この論文では違法アップロードされた動画を無料動画サイトで利用している視聴者を、そ

のインセンティブを明らかにすることで、彼らを無料動画サイトから引き込めるような魅力

を持つ新たな動画サイトを提案する。 

第１章では、現状把握について述べる。今日のインターネットの普及により人々は相互に

情報を送受信することが可能となった。それに伴い、ネットワークも拡大し、様々な有料動

画サイトや無料動画サイトがネット上に現れるようになった。また、ネットを通じて利用者

同士でデータを無料交換できるという新しいコンセプトを持った P2P の登場もあり、従来の

著作権法では対応しきれない域へと進んだ。そのため、著作権は時代に合う法整備の改正を

求められることとなった。それに加え、広告携帯もネットへの進出を心みることとなる。 

第 2 章では、第 1 章で紹介した新しいメディアの登場が起こしている問題を列挙した。1

点目として、動画サイトの普及と共に違法アップロードによる被害も増加していることを説

明する。そしてそのため、著作権保有者の収益が削減されるという問題が生じている。2 点

目は、広告の価値が減少していることである。その背景として、広告機能の効率化を図るた

めの方法を模索する。3点目は、ファイル共有ソフトが各業界に多大な被害をもたらしてい

ることである。特に、著作権者に利益が還元されない点や匿名性が強いと思われているとい

う点で、様々な面で被害が拡大していることを説明する。4 点目は、現行法制度では著作権

の違法利用者を取り締まりきることができていないことを述べる。その要因として、告訴が

なければ公訴を提起することができないという親告罪の特徴に求める。5点目は、権利者に

対して公正な利益分配が行われていないことである。以上のような問題に対し、先行研究であ

る吉松・山田(2007)では、著作権の啓発によって違法アップロードの問題を解決しようとしている。

ただし我々は、親告罪という特徴を考えると法律によってこの問題を解決するのは困難であると

考え、新たな手法を用いてこの問題を解決することを図る。 

そこで、現在の無料動画サイトを視聴者がどのような選好に基づいて行動しているのかを明らかに

するために、第 3 章では、コンジョイント分析を用いて動画サイトを利用者が選好する際に重要視され
る要素を調べる。そしてこの分析の結果、動画サイトにおいて利用者が最も重視している要素は利用

料金であるものの、画質やサービス内容もサイトを選ぶ際の基準になり得るということを明らかにす

る。 

そこで第 4 章では、前章での分析結果も踏まえて、我々の理想とする動画サイトの構想を提

案する。この動画サイトは、３つの大きな特徴を持たせている。１つ目は、様々な広告の導入に

より低い利用料金を実現している。２つ目は、P2P 技術の利用により、コスト削減、より良い

視聴環境の提供を実現している。３つ目は、この動画サイトにおいて著作権の管理・集積を行う

ことである。この特徴によって新規クリエーターの育成や、地域の商店や中小企業などの草の根

レベルでの宣伝活動なども可能になる。 

 第 5章では政策提言を行う。その内容としては、この 5章にいたるまで論じてきた動画サ

イトに対して、帰属する全ての動画のインターネット流通に関する権利を与えてしまおうと

いうものだ。 
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 これまで、技術の進歩、ネットワークの拡大による様々な影響を論じてきた。その中の法

制度への影響の中で、著作権の親告罪という特徴と、その現状での問題点を挙げた。そして、

親告罪という特徴によって引き起こされる問題と、その問題解決のために親告罪を非親告罪

化しようという動きがあることも述べた。だがしかし、親告罪を非親告罪とすることによる

マイナス面も否定できない。 

 そこで我々は、想定する動画サイトの特徴に加え、そこに帰属する動画に関する権利を一

任してしまうことにより、この親告罪という法律を変えずに、むしろ親告罪の特徴を生かす

ことで現行のままで親告罪の問題点を解決することができる。 
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

本論文は、昨今深刻化している無料動画サイトへの違法アップロードや、ファイル共有ソ

フトとしての P2P による違法アップロードの氾濫が、著作権利保有者への収益の減少から

産業の衰退へと繋がる恐れがあるという問題に対し、新たなビジネスモデルを提示し、この

問題を解決することを目指す。 

わが国のドキュメンタリー作品やアニメーションなどは海外でも高い需要を誇っており、

我が国における重要な産業の一つであるが、違法アップロードの氾濫によってこのような産

業が衰退の危機にさらされているという現状があり、この問題を打破することが喫緊の課題

である。そこで、著作権利保有者が本来得られるべき収益を確保し、新たな著作者との契約

を促進させ、なおかつ利用者のインセンティブを損なわないという三者にメリットのあるモ

デルの構築を提案することで、解決を図る。 
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第第第第1111章章章章    現状把握現状把握現状把握現状把握    

 

第第第第 1111 節節節節    ネットワークの普及と拡大ネットワークの普及と拡大ネットワークの普及と拡大ネットワークの普及と拡大    
 

1.11.11.11.1    ネットワークの普及と拡大がもたらしたメディアの変化ネットワークの普及と拡大がもたらしたメディアの変化ネットワークの普及と拡大がもたらしたメディアの変化ネットワークの普及と拡大がもたらしたメディアの変化 
  
 今日、インターネットは情報の発信・受信の場として多くの人々に定着し、その地位を確

立している。インターネットの登場は、既存のメディアとは異なる情報の伝達方法を人々に

もたらした。ラジオやテレビ、新聞などといった従来のオフラインによるメディアでは、限

られた配信者から多数の受信者へと情報が配信されていた。それに対し、インターネットを

利用したオンラインのメディアでは、好きな時に好きな情報を発信・受信できるという性質

が備わるようになった。また時代がたつにつれ、テキストだけでなく、映像や音声といった

様々なメディアもインターネット上に登場することとなっていった。このように消費者にと

って利便性が向上したことと様々なメディアの登場という要因が重なったことにより、人々

の間にインターネットが急速に普及する一方、テレビ離れなど既存メディアの衰退が囁かれ

るようになった。 

図表１図表１図表１図表１    オフライン・オンラインメディアの違いオフライン・オンラインメディアの違いオフライン・オンラインメディアの違いオフライン・オンラインメディアの違い    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 インターネット利用人口は日本人全体で見ると、2001 年のデータと比較してみると 46.3%

に対し 2008 年には 75.3％とおよそ 3 割も上昇している。（総務省・情報通信統計データベ

ース・インターネット利用人口の推移）このことから多くの人がそれを知り、触れる機会が

あったことが読み取れる。 
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図図図図表２表２表２表２....民放テレビ視聴時間推移、「週平均、一日当たり、単位（分）」民放テレビ視聴時間推移、「週平均、一日当たり、単位（分）」民放テレビ視聴時間推移、「週平均、一日当たり、単位（分）」民放テレビ視聴時間推移、「週平均、一日当たり、単位（分）」    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第 2222 節節節節    日本の動画サイトの現状日本の動画サイトの現状日本の動画サイトの現状日本の動画サイトの現状    
前節述べたような技術発展とネットワーク化により、作品をデータ化してそれをインター

ネット上において視聴するという行為が可能になり、有料・無料様々な動画サイトが生まれ

た。 

そこで本節では、国内の動画サイトの現状を有料動画サイトと無料動画サイトに分けて整

理する。 

 

 

1.2.11.2.11.2.11.2.1    有料動画サイトとは？有料動画サイトとは？有料動画サイトとは？有料動画サイトとは？    
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 まず、有料動画サイトについて説明する。有料動画サイトとは、利用者から料金を徴収す

ることによって収益を獲得し、その運営資金を用いて動画配信事業を行っているサイトのこ

とを指す。有料動画サイトの基本的なビジネスモデルは、料金徴収による収益獲得モデルと、

広告宣伝のプラットフォームとして企業にサイトを提供することによって広告費を徴収す

る収益獲得モデルの二種類を併用しているものである。ただし、収益モデルを併用させるこ

とによって、一部のコンテンツを無料で配信することが可能であるため、有料動画サイトは

コンテンツの配信が必ずしも有料であるとは限らないことに留意されたい。 

 また、有料動画サイトでは、権利者から動画コンテンツを配信する権利を購入し利用者に

提供するという配信形態をとっている。このように権利処理を行ったコンテンツを配信する

ことで、権利者の著作権が保護され健全な動画配信事業が行えることや、権利者への利益分

配が確実になるといったメリットが生じると考えられる。 

 

1.2.21.2.21.2.21.2.2    具体的な動画サイトの例具体的な動画サイトの例具体的な動画サイトの例具体的な動画サイトの例 

 ここで、国内有料動画サイトのサービスにどんなものがあるのかを示すため、利用されて

いる有料動画サイトの1位と 2位であるGyaO!と DMM.comの事業内容について表1を用いて

その差異を比較してみる。１１１１ 

 GyaO!では、無料コンテンツを GyaO!、有料コンテンツを GyaO! ストアと分割して配信し

ている。２２２２GyaO!に関しては、まずコンテンツ数は約 1300 である。そしてそれらのコンテン

ツに関しては視聴期間が設けられており、期間終了後は配信が停止する。また、アニメやド

ラマなどの連続ものは、毎週決まった配信曜日に新しい動画が追加されている。一方 GyaO! 

ストアのコンテンツ数は約 1400 である。また、料金形態は、パック料金を含む従量課金と、

月額料金の 2 種類となっている。３３３３価格帯は従量課金では 1 本あたり\100～\1000 程度、月

額料金では\500～\1000 程度となっている。このサイトはストリーミングによる配信形態を

とっており、ダウンロードして保存ができないようになっている。決済方式については、

Yahoo!ウォレットというネット取引サービスに一元化している。 

 次に DMM.com について説明する。DMM.com は、30000 を超える圧倒的なコンテンツ数を誇

っているサイトである。無料部分に関してはサンプル動画や連続ものの 1～数話程度がその

対象となっている。一方有料部分の料金形態は GyaO!ストアと同様に月額料金・従量課金と

なっているが、月額料金に関しては、ジャンル毎の定額見放題パックが備えられている点に

差異がある。そのため価格帯も従量 1 本あたりの料金は\100～\400 と違いはないが、月額

料金に関しては\700～\5000 と高めになっている。GyaO! とは対照的に、ストリーミング配

信の他、ダウンロードによる販売も行っている。また、支払い方法に関しても、複数の方法

の中から選ぶことができるようになっている。下の表は、両者のサービスを表にまとめたも

のである。 

    

    

    

    

                                                      
１１１１ 「GyaO!」は、2009 年に GyaO! と Yahoo!動画が統合されて作られた動画サイトである。そのため、下の

図は統合前のデータなので、これら 2つのサイトは別に記されている。 
２２２２ 「GyaO!」は、2005 年 4 月のサービス開始から注目を集め、2008 年 6 月末の段階での視聴登録者数は 1980

万人に達している。（http://www.usen.com/admin/corp/news/pdf/2008/080711_1.pdf） 
３３３３ ここで言う月額料金とは、連続もののコンテンツ１シリーズに対して課金されるものであり、サイト内

のコンテンツをすべて閲覧できるようなものではない。一方従量課金とは、連続ものについては冒頭話
が無料で、2 話以降は 1 話単品または 4 話程度のパック料金となっているもので、全話パックのものも
ある。 
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図図図図表表表表３３３３....GyaGyaGyaGyaOOOO!!!!とととと DMM.comDMM.comDMM.comDMM.com のサービスの違のサービスの違のサービスの違のサービスの違いいいい 

    

1.2.31.2.31.2.31.2.3    無料無料無料無料動画サイトとは動画サイトとは動画サイトとは動画サイトとは    

    次に、無料動画サイトについて説明する。YouTube に代表される無料動画サイトは、その

名の通り利用者に対して料金徴収を行わず、ほぼ完全に企業からの広告収入によって運営さ

れる動画サイトである。上記の無料コンテンツと無料動画サイトとの違いは、主に動画サイ

トの利用者一人一人が自分でアップロードすることで動画コンテンツが提供されるという

能動的な利用形態にあり、サイト側がコンテンツを提供していないという点である。この点

は、無料動画サイト最大手の YouTube が、「誰もが簡単に自作のビデオを共有できないだろ

うか」という理念の基に出発したことからも推察できる。１１１１ 

 

1.2.41.2.41.2.41.2.4    具体的な無料具体的な無料具体的な無料具体的な無料動画動画動画動画サイトの例サイトの例サイトの例サイトの例 

 無料動画サイト最大手の YouTube とニコニコ動画を例にとり、既存の無料動画サイト間に

はどんな運営上の違いがあるのかを比較する。 

 まず、YouTube は、完全な広告収入モデルを採用しているため、利用者には一切利用料金

はかからない。また、特に手続きを踏むことなく視聴でき、動画を投稿する際にもメールア

ドレスによる認証を行うだけで良いため、利用制限はないと言っていい。しかし、投稿する

動画の長さ・容量には制限があり、それぞれ 10分・100MB 以内となっている。 

 ニコニコ動画の収益モデルは、そのほとんどが広告収入によるものである。ただし、ニコ

ニコプレミアムという有料サービスが存在し、そのサービスの下では画質や読み込み速度が

                                                      
１１１１ しかし、後述するようにデジタル化の普及とネットワークの拡大が、この能動的利用形態と相まって、

動画の違法アップロードを助長させていく結果となる。 

 

 

GyaO!            DMM.com 

有料 

（GyaO!ストア） 

無料 

（GyaO!） 

有料   無料 

コンテンツ

数 

1400     1300       総合 30000 以上 

 

料金形態 

・月額料金 

・従量課金 

・従量パック料金 

 ・月額料金 

・従量課金 

・従量パック料金 

 

 

価格帯 

 

・月額 

\500～\1000 

・従量 1 本当たり 

\100～\1000 

 ・月額  

\700～\5000 

・従量 1 本当たり 

\100～\420 

 

 

配信形態 

・ストリーミング 

・携帯向け配信 

・視聴期間付

配信 

・ストリーミング 

・ダウンロード配信 

・iPod 向け配信 

・1~数話無料 

・無料サンプル 

   

支払方法 

・Yahoo!ウォレット  ・クレジット決済 

・銀行振込み 

・ビットキャッシュ 

・Edy 

・コンビニ支払い 
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通常利用時（エコノミーモード）向上しているという特徴がある。両サービスともに、サイ

トを利用するにはアカウント登録が必要となり、ログイン時に認証が必要となる。投稿する

動画の容量は、FLV 拡張子で 40MB となっている。１１１１ 

 下の表は、両者のサービスをまとめたものである。 

 

図図図図表４表４表４表４....YouTubeYouTubeYouTubeYouTube とニコニコ動画のサービスの違いとニコニコ動画のサービスの違いとニコニコ動画のサービスの違いとニコニコ動画のサービスの違い    

    

      YouTube                          ニコニコ動画 

 

収益モデル 

・広告収入のみ ・広告収入 

・一部有料サービス 

（ニコニコプレミアム） 

利用制限 ・投稿時のメール認証 ・アカウント設定 

投稿動画の制限 ・10 分以内 

・100MB 以内 

・FLV 拡張子で 40MB 以内 

 

 

1.2.5 1.2.5 1.2.5 1.2.5 現在の日本の動画サイト利用について現在の日本の動画サイト利用について現在の日本の動画サイト利用について現在の日本の動画サイト利用について    

 今節では、現在の日本の動画サイト利用の現状について説明する。表 3・4 のデータによ

ると、日本においては動画サイト利用者の 93%が YouTube を利用し、それに続き、GyaO!（無

料）やニコニコ動画といった無料動画サイトおよび無料コンテンツの利用が連なっている。

特に、全体の 93%を利用している YouTube に関しては、2009 年 2 月の統計において、2170

万人が利用している。一方、有料動画サイトの利用率は全体の 3%程度にしかならず、無料

動画サイトに比べ利用率の低さが顕著になっている。このように、現状では有料分野におけ

るコンテンツ利用者は無料分野に比べて少ないものとなっている。 

 では、何故このように視聴者は無料動画サイトの方を選好するようになっているのであろ

うか？その理由として我々は以下の 4 つの理由を挙げる。 

 

1.1.1.1. 利用料金が無料である利用料金が無料である利用料金が無料である利用料金が無料である    

 現在の動画サイト利用者にとっては、サイトの利用料金が無料となっている点が無料動画

サイトの最大の魅力となっている。この点については第 4 章で詳しく述べる。 

    

2222．自らが制作・編集した動画（日常の一コマ、第二次著作物等）を配信することが可能．自らが制作・編集した動画（日常の一コマ、第二次著作物等）を配信することが可能．自らが制作・編集した動画（日常の一コマ、第二次著作物等）を配信することが可能．自らが制作・編集した動画（日常の一コマ、第二次著作物等）を配信することが可能    

    

 YouTube やニコニコ動画に代表される無料動画サイトの最大の特徴として、前述のように

利用者による能動的な配信形態を採っているという点がある。すなわち利用者は、自己の創

作した動画を配信することで、自己表現の場としてサイトを利用することができる。 

 ニコニコ動画を例にとると、利用者の制作した動画にその他の利用者がコメントをつけた

り、再生数が多い順に人気ランキングの上げられるといった評価システムが存在する２２２２。こ

れによってサイト内で高い評価を受けた制作者の制作物が市場に出回るという例が存在し

ていることから、自己表現の場としてサイトを利用できるという点がインセンティブとなっ

ている。 

また、このような評価の高い制作者たちはコンテンツ提供者として広く認知され、カリス

マ性を持つようになる。すると、こうした人々の制作物が新たな利用者を呼び込むためのコ

                                                      
１１１１ YouTubeでも使用されるストリーミング形式で配信可能な動画ファイル 
２２２２以下の文章は、有村悠氏のブログ「ビジネスから 1000000光年」を参考にしている。 
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ンテンツの一部となり、無料動画サイトに人々が流れ込むまた一つの要因となっているので

ある。 

    

3333．広告．広告．広告．広告掲載方法掲載方法掲載方法掲載方法に差異がないに差異がないに差異がないに差異がない    

ここでは有料動画サイトと無料動画サイトでの広告掲載の具体的な方法について説明す

る。有料動画サイトである GyaO!と無料動画サイトの YouTube とも、広告掲載の方法には、

ウェブサイトにテキスト（文字）だけで表示されるテキスト広告、メールを利用したメール

広告、携帯端末を利用したモバイル広告がある。また、あらかじめ設定した特定のキーワー

ドが検索されるとそのキーワードに関する広告が脇に掲載されるスポンサードサーチの広

告掲載や、インターネット利用者が過去に閲覧したり検索したページの内容に応じて最適な

広告を掲載する興味関心連動型広告なども両者に共通している。 

広告掲載をする側からみてみても、広告掲載の料金支払いについても GyaO!と YouTube と

もに１枠につき価格を決めるという枠掲載型と広告の露出の回数を自分で決めて価格が定

まるインプレッション保障型という成果に対する支払いとなっている。 

しかし、YouTube の方が広告機能が充実している側面がある。前述の広告掲載の料金支払

いに関しては、YouTube では毎月の月額最低利用料金の設定がなく少額のアカウント開設費

用のみで広告掲載ができるので、広告掲載する側も広告を出そうとするインセンティブが高

くなる仕組みになっている。 

また YouTube 側にはプレースメントというものが存在する。プレースメントとは Google

コンテンツネットワーク上の広告が表示される場所のことであり、さらにその中で２種類に

分けられる。１つ目は自動プレースメントというもので Google での広告グループのキーワ

ードなどの設定に基づき検出されたコンテンツネットワークのプレースメントである。これ

は先ほどのスポンサードサーチの広告掲載と同じことである。これはたくさんの利用者に見

てもらうためのプレースメントであり、キーワードの設定だけでそれ以降は自動的に広告が

出稿されるため手間がかからない。もう１つは手動プレースメントといい、出稿先を個別に

指定するというコンテンツネットワークの選択されたプレースメントである。このメリット

はまず出稿先のサイトを自分の目で見られるのでターゲティングがしやすいことである。ま

た広告の宣伝効果が予測しやすく、表示実績も確認できるようになっている。これらの自動

プレースメントと手動プレースメントを同時に併用することで、安いアカウント開設費用で

広告の露出機会を最大化することができる。 

このように広告の面から見ても、動画利用者は同じような広告を見るなら無料動画の

YouTube の方へ、広告を掲載する側から見てもそのサービスの違いから YouTube の方に自然

と流れていっているといえる。 
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図表５図表５図表５図表５....日本における有料動画サイト利用状況日本における有料動画サイト利用状況日本における有料動画サイト利用状況日本における有料動画サイト利用状況        

    

 

  

 

図表６図表６図表６図表６....    日本における無料動画サイト利用状況日本における無料動画サイト利用状況日本における無料動画サイト利用状況日本における無料動画サイト利用状況    
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第３節第３節第３節第３節    P2PP2PP2PP2P とはとはとはとは    
今節では、ネットワークの普及と拡大によって注目を集め、日本における動画サイトの現

状と同様に、違法を助長するものと捉えられている P2P といわれるデータ通信システムの現

状を述べる。そこで本節では、P2P の性質について、従来のサーバー中心型システムと比較

してその特徴を整理し、このシステムが違法アップロードの問題をどのように生み出したの

かについて検討する。P2P とは、Peer to Peer の略であり、個々の端末がサーバーとしての

役割を果たすことで、サーバーの負荷を軽減させ、低コストかつ大規模なサーバー運営を可

能にする技術のことである。 

そもそも、インターネットは、個々の端末をプロバイダー(ISP)へとつなぐアクセス回線、

プロバイダー(ISP)側がアクセス回線より送られてきたデータを処理するためのバックボー

ンという上流回線、さらに、プロバイダー(ISP)とインターネットデータセンター(IDC)とを

結ぶインターネットエクスチェンジが存在することで個々の端末を結びつけている。 

 

図表図表図表図表 7.P2P7.P2P7.P2P7.P2P のサーバーの仕組みのサーバーの仕組みのサーバーの仕組みのサーバーの仕組み    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年は、パソコンの高性能化、ブロードバンドの普及に伴い、テキストデータや音楽デー

タだけでなく、動画データが数多くインターネット上を行き来するようになった。そのため、

バックボーンの拡大は各プロバイダーにとって大きな課題となっている。現在、大多数のＷ

ｅｂサイトのサーバーはデータセンターに設置されており、日本のインターネットのトラフ

ィックは中央集権型になっているといえる１１１１。このことから、容量の大きなファイルが不特

定多数の利用者によってサーバーに集まるため、同じデータが複数回バックボーンを行き来

し、バックボーンへの負荷は大きなものとなっている。また、大多数の人間がインターネッ

トに接続し、様々なデータの送受信する際には、サーバーも負荷に耐えうる大規模なものを

用意する必要がある。しかし、バックボーンの拡大や大規模なサーバー設置には多大なコス

トを捻出しなければならないという点で困難を要するものとなっている。 

それに対し、P2P とは、個々の端末がサーバーとしての役割を担うことである。P2P は大

きく分けてピュア型 P2P とハイブリッド型 P2P の２種類に分けられる。ピュア型 P2P とは、

すべての機能をそれぞれの端末が処理する P2P であり、Winny などで主に用いられているタ

イプのものである。それに対し、ハイブリッド型 P2P は、サーバーを中心としつつも、一部

                                                      
１１１１ 現在、多くのサーバーは、東京のデータセンターに設置されている。 

インターネット

エクスチェンジ 

ＩＳＰ ＩＳＰ 

ＩＳＰ ＩＳＰ ＩＳＰ ＩＳＰ 

利

用

者 

利

用

者 

利

用

者 

利

用

者 

利

用

者 

利

用

者 

利

用

者 

利

用

者 

アクセス回線 

バックボーン 

プロバイダー 

ＩＤＣ 

(サーバー) 
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の機能を端末が担う P2P である。このような P2P を用いると、バックボーンを介さないデー

タの送受信が可能となり、従来のような大量のデータ処理に耐えうる大規模なサーバー設置

費用を削減することができる。また、アクセス回線の拡大にバックボーンの拡大がおいつい

ていない現状のインターネットシステムにおいても、大容量アクセス回線の性能を十分に活

かすことが可能となる。 

ネットを通じて利用者同士でデータを無料交換できるという新しいコンセプトを持った

このソフトは、著作権利保有者、利用者、既存の法律という三つの面に対して大きなインパ

クトを与えることとなった。P2P は Winny や Napster などのファイル共有ソフトによる違法

アップロードの問題が生じている。すなわち、匿名性の高い不特定多数の利用者による違法

アップロードによってデータの大量配布を実現している。その結果、著作権利保有者が本来

得られるべき収益の一部どころか大幅に削減してしまっている。次に、利用者側の視点から

は、ファイル共有ソフトを用いることで違法行為に関与し、逮捕される恐れがあるという点

や、ウイルスに感染する恐れがあるという点、個人情報が流出するといったセキュリティ面

で不安があるという問題がある。最後に既存の法律に対して検討する。米国において

Napster は、ハイブリッド型 P2P を用いており、サーバーの仲介部分が利用者間における著

作権を無視したデータの氾濫へ加担しているとされ、サービス停止へと追い込まれた。その

ため、Winnyのようなピュア型P2Pを用いたファイル共有ソフトが発展することとなったが、

ピュア型 P2P の匿名性が高いという特徴のため、既存の法律では対応できなくなった。 

このように、現状では P2P に対しては様々な問題が指摘されている。しかし我々は、以下

に説明するように、P2P の持つメリットを活用することにより、コンテンツ配信においても

革新的で有効なツールとなりうるものと考える。 

元々、音楽・映像ファイルの配信における著作権の管理やそれと連動する決裁などの処理

は小さなデータのやり取りで済むことから、著作権管理や決裁をサーバーで、実際のデータ

配信は P2P で実施することで確実な著作権管理と低コストでの配信を両立できる。また、フ

ァイル共有ソフトの匿名性を低めることで、セキュリティ問題や著作権管理問題の解決の手

助けにもなる。これらの点は第 2 章の第 3 節で具体的に検討する。 

第 4 節節節節    ネットワークの拡大による影響ネットワークの拡大による影響ネットワークの拡大による影響ネットワークの拡大による影響    
    

4.1 4.1 4.1 4.1 法律に対する影響法律に対する影響法律に対する影響法律に対する影響    

この節では、日本の著作権に関する制度を概観する。ここでも、技術発展とネットワーク

の拡大による影響が見られる。 

 著作権の目的は、著作権によって創作者（この時、創作者の著作物を利用者へ伝達する役

割を持つ事業者達も含む）の権利を保護し、新たな創作への意欲を与え、文化の発展に寄与

しようというものである。これは著作権法の第一条に、「この法律は、著作物並びに実演、レ

コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的

所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与するこ

とを目的とする」と書かれていることからもわかる。これは仮に、創作者の作った著作物が

無断で他者に利用、複製されてしまうと、創作者への公正な利益分配が行われなくなり、結

果として創作者は新たな創作意欲を失ってしまうであろう。よって１１１１（脚注をページ末に持

ってきてください）著作権は、創作者の作った創作物iiiiに対して財産的な保護を与えること

ができ、このような保護を与えることにより、創作者に新たな創作意欲を与えることができ

る。 

                                                      
１１１１以下著作物と呼ぶ 
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著作権は、時代・技術が進むたびにその実情に合わせて、新しい権利が作られてきた。 

前述のようなネットワークの拡大に対しては、違法配信に係る権利を「公衆送信権」という

権利によって規定している。これは、著作物を公衆に伝達する時に関わってくる権利である。

例えば 100 年前は、公衆に伝達する手段は実演しかなかった。したがって、「無断で上演・

実演されない権利」があれば十分であった。その後映画が発明されると、「無断で上映され

ない権利」が」必要になった。また、無線送信が発明されると「無断で放送されない権利」

が必要になり、さらにオンデマンド型の送信形態が普及し始めると「無断で送信されない権

利」すなわち「公衆送信権」が必要になった。 

日本では 1986 年、「公衆送信権」の適応範囲をネット送信にも拡大させることで、サーバ

ー等から公衆への自動公衆送信を無断でされない権利を、世界で初めて法律に取り入れた。

この時点ではインターネットの普及は進んでいなかったにもかかわらずこうした法律が制

定されたことは、当時の文化庁は将来を予測し、すでにネットワーク化に対応できるよう法

整備を行っていたといえるだろう。その後、1996 年には国連機関の一つである世界知的財

産権機関(WIPO)の主催によりジュネーブで「著作権・著作隣接権問題外交会議」が開催され、

国際ルールにもネットワーク上でのデジタル著作物の取り扱いについての法整備が行われ

ることとなり、WIPO 著作権条約が採択された。この条約においてデジタル著作物の扱いで

特に重要なのが、第 8 条に規定されている「伝達権」の存在である。「伝達権」とは、「有線

または無線の方法によって著作物を公衆へ伝達する排他的権利」のことである。ここで注目

すべきことは、伝達するとは、公衆が著作物を利用可能な状態にすることも含むことである。

これにより、送信の前段階のいわゆるアップロードすることについても、著作権の効力が及

ぶこととなった。 

 

 

4.24.24.24.2    企業行動（特に広告活動）に対する影響企業行動（特に広告活動）に対する影響企業行動（特に広告活動）に対する影響企業行動（特に広告活動）に対する影響    

インターネットが普及する以前、広告を使う媒体は主にテレビであった。これまでテレビ

は、今日誰もが持っていて、企業にとってテレビに広告を流してもらうことは、自分の企業

の商品を売り込むための最大の武器であった。しかし近年、テレビでの広告（TVCM）による

宣伝効果が希薄化するようになったように思われる。それには原因が 3 点ある。 

1 つ目は、機械の技術の普及により、HDD レコーダーなどの録画機能に CM カット機能がつ

くようになったことである。CM カット機能とは、テレビ番組を録画機器に録画するときに

CM を飛ばして録画し、それを再生するときも CMが飛ばされた状態で映像が流れるというも

のである。この機能は現在ほとんどの録画機器に備え付けられている。それ以前にも早送り

という機能があるため、やはり録画機器でテレビ番組を視聴する際は、広告の効果が得られ

ていないように思われる。これを裏付けるデータとして、2005 年の野村総合研究所（NRI）

の調査によると、HDD レコーダーの CM カット機能による TVCM の損失は 540 億円に上ると発

表された。 

2つ目は、インターネットの普及である。前述のように近年パソコンが普及し、利用率が

上がり、テレビでなくインターネットを使って情報を得る人が増えてきた。図表８は2004

～2005年のメディア接触時間の移り変わりを示したものである。これによれば、インターネ

ットの利用時間が増えたという回答が64％となっている。一方、テレビに関しては、利用時

間が減ったという回答が31％となっており、増えたという回答の2倍以上になっている。こ

のことから、テレビ離れが進行していることが読み取れる。この現象は、すなわちTVCMを視

聴する可能性のある人々が流出してしまうことを表わしている。よって企業は、TVCMを視聴

する人々がほとんどいないのにも関わらず、この状況に合わせた広告を流すシステムが改善

されずに、TVCMにお金を注いでいることになっている。 
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3 つ目は、インターネット上に動画が違法にアップロードされることによって、録画機器

を所持していなくても上記 1 点目の利点を享受できるようになってしまったことである。こ

れにより、さらにテレビ視聴者がネットに流出してしまったといえる。 

以上より、テレビでの広告支出に対する広告の価値との差が、技術の進歩により拡大して

いることによって広告宣伝効果が希薄化していると考えられる。 

 

図図図図表８表８表８表８....メディア接触時間の増加の割合メディア接触時間の増加の割合メディア接触時間の増加の割合メディア接触時間の増加の割合    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図図図図表９表９表９表９....メディア接触時間の減少の割合メディア接触時間の減少の割合メディア接触時間の減少の割合メディア接触時間の減少の割合    
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第第第第2222章章章章    問題提起問題提起問題提起問題提起    

第第第第1111節節節節    違法アップ違法アップ違法アップ違法アップロードによるロードによるロードによるロードによる問題問題問題問題    
これまでは、インターネットの普及によって動画配信ビジネスが盛んになってきているこ

とを説明してきた。しかしこうした動きは、違法アップロードの多発という新たな問題を生

み出している。そこで本節ではこの問題の現状を検討する。 

日本における映像ソフトの売上額はYouTubeが登場した2006年以降から2009年上期にかけ

て、およそ 300 億円近くも減少している。成長率も目に見えてわかる程に年々減少傾向にあ

る。その中でも特に DVD に関しては、2005 年の売上金額 3477 億円に比べて 2008 年では 2757

億円と大きく減っている１１１１。有料動画サイトにおいても、配信コストや無料動画サイトの存

在により運営の黒字化は困難なものとなっている。さらに、無料動画サイトでさえも黒字化

が困難な状況にあり、YouTube の 2009 年の赤字額は 4億 7000 万ドルにも達すると予測され

ている。 

 

図表１０図表１０図表１０図表１０....テレビ視聴時間推移テレビ視聴時間推移テレビ視聴時間推移テレビ視聴時間推移    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、日本・韓国を例に、映画の違法アップロードによる被害総額を述べる。 

                                                      
１１１１ 社団法人日本映像ソフト協会の発表による。（http://www.jva-net.or.jp/report/videomarket_2.pdf） 
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韓国の映画「海雲台」が、映画館で盗撮され、違法にインターネット上に流出してしまっ

た事例では、損害額が投資者側推算で 160 億ウォン(日本円でおよそ 12 億円)に達するとい

われている。また、韓国捜査当局の調べでは、ヘビーアップローダーがひと月に 3千万ウォ

ンから 4 千万ウォン程度を稼いでいるという。同様に日本でも、映画「クローズ ZERO Ⅱ」

が、劇場で上映中に盗撮され、ファイル共有ソフト「シェア」を使って無断でインターネッ

ト上に流出した。 

 盗撮された動画がデータとして PC に保存され、そこからインターネット経由で違法アッ

プロードされてしまうのだ。 

次に、上記のようにして行われた違法利用は日本において世界全体で見ると、およそどの

程度の被害を出しているのかについて述べる。以下図表 11 は世界全体を 100％として考え

た時の日本の動画違法ダウンロード率の推移を示すグラフと、そこから計算されるおよその

被害総額の推移を示すグラフである。 

現状の違法アップロードによる被害といっても、個々の値段が明確なゲームソフトの違法

アップロード・ダウンロードのように被害総額は明白でなく、1円単位まで正確な計算がで

きるわけではない。そこで、ここでは大よそではあるが、逮捕事例やコンテンツ数、ダウン

ロード数や再生回数等から割り出し、報告された被害総額について述べる。 

ここから読み取れるのは、動画違法ダウンロードにおける被害総額は毎年多額なものにな

っているということだ。日本での被害総額は横ばいになっているように見えるが、テレビ離

れや映画の上映数やヒット数によって影響を受けるので、その影響は近年ではより強まって

いるといえるだろう。 

 

図表１１図表１１図表１１図表１１....動画違法ダウンロード率動画違法ダウンロード率動画違法ダウンロード率動画違法ダウンロード率    
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図表１２図表１２図表１２図表１２....日本での被害総額日本での被害総額日本での被害総額日本での被害総額    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典)BSA  http://www.bsa.or.jp/file/2007_Piracy_Summary.pdf 

具体的にはネット上への流出や違法ＤＶＤの海賊版流通など、劇場公開映画の盗撮による

推定被害額は約 180 億円に上ったという１１１１。 

また、文部科学省主催の第 15回著作権分科会私的録音録画小委員会議事における華頂委

員によると約 800 億円が海賊行為による被害額だと発言している２２２２。この海賊行為とは、技

術発展によりコピーが容易になったことにより引き起こされる。また、この 800 億円という

数字は、映画のみにおける損失額であり、アニメーションやドラマなど、様々な違法アップ

ロードが蔓延している現状においての合計損失額はさらに大きくなると考えられる。このよ

うな違法アップロードがコンテンツ制作に与える影響については、スポンサーからの広告収

入に依存出来るドラマ等はまだ収益の損失による衰退は低いと考えられるが、収入の大部分

をDVDやBlu-rayのような関連商品の売り上げが占めているアニメーションのような分野で

は収益の損失による産業の衰退への影響がより大きくなると考えられる。 

一方、動画利用者に関しては、加えて、無料動画サイトで最も利用者数の多い YouTube

利用者の意識調査について検討すると、YouTube に対する考えについては、「個人が楽しむ

分には問題ないサイトだと思う」が圧倒的に多く、約 7割を占めている。「特に問題のない

サイトだと思う」と回答した 6.3％を加えると、8割弱の人が「著作権侵害などの問題なし」

                                                      
１１１１日本国際映画著作権協会（MPA）による。 

 
２２２２ 具体的な発言内容は次のとおりである。「映画の場合は 2005 年に日本での海賊版の被害額をアメリカの

リサーチ会社が算出しまして、それが 800 億円ですね。邦画が 400 億、洋画が 400 億、約半分ずつそうい

う数字を出しました。今は動画共有サイトなんかもあるので、もう少し増えていると思いますけれども。

一般的に映画の違法流通がどんなふうに行われているかというと、大体ネットなんですね。最初にファイ

ル交換ソフトに乗りまして、それをいち早くダウンロードする人間が何人もいて、その中のある者は違法

に DVD を作成してどこかで売る。それから、動画共有サイトにすぐにアップする者がいたり、そういうの

をリサーチしていると、動画共有サイトではそれを今ダウンロードできますから、映画がアップされると

賞賛の嵐ですね。」ただし、上記の発言における 800 億円という数字がすべて違法アップロードによるも

のであるという断言はできない点に留意されたい。 
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と考えており、「著作権侵害など問題のあるサイトだと思う」と回答した人の割合は 18.2％

にとどまった。 

図表１３図表１３図表１３図表１３.YouTube.YouTube.YouTube.YouTube に対する考えに対する考えに対する考えに対する考え    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典) http://japan.cnet.com 

 

このように、ネットワークの拡大や誰でもコピーや改変が可能になったという技術的発展

が加わったこと、さらに動画利用者も法律に反しているという意識が希薄であることにより

配信者の数が格段に増えたことから、違法アップロードされた動画を利用する人数が増加し

てしまうという結果となった。また、この違法利用者の増加が、後述するように違法アップ

ロード者公訴へ至ることを困難にする要因ともなった。 

こうした違法アップロードの増加は、当然コンテンツ制作者が本来保有されるべき権利が

侵害され、その結果本来手にするべき報酬を手に入れられないという状況をもたらすことに

なる。 

「著作権侵害などの問題なし」と考えている 8割弱の利用者が、ある違法コンテンツ(ここ

ではコンテンツを日本のテレビ番組とする)を視聴したと仮定した時、以下のような 5つの

被害が想定される。 

 

1111．広告費の収入が減る．広告費の収入が減る．広告費の収入が減る．広告費の収入が減る    

 例えば日本のテレビ局の多くは、その収入の大半を莫大な広告費に頼っている。現在、技

術の発達によって、多くの違法動画に見られるように本編のみ編集して広告の排除が行われ

ていることから、ここに大きな被害が発生することになる。誰もが違法動画しか観なくなっ

たら、高い広告費を払おうというスポンサーがいなくなってしまい、テレビ局にとっての広

告収入が減るだろう。 

 

2222．番組制作会社の売上が減る．番組制作会社の売上が減る．番組制作会社の売上が減る．番組制作会社の売上が減る    

 映像産業のビジネスモデルの多くは、スポンサーに広告費を出させ、そこから制作費を捻

出するというものである。コンテンツの多くは DVD や有料配信サイトなどの二次的サービス

で活用されるなどして、その利益はテレビ局と番組制作会社で分け合っている。だが動画が

18.2

70.9

6.3
4.6

YoutubeYoutubeYoutubeYoutubeに対する考えに対する考えに対する考えに対する考え

著作権など問題あり

個人的使用なら問題なし

特に問題なし

わからない
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違法配信されると、それらの売上が減る。このためテレビ局の収入が減るだけでなく、それ

ら売上を収入の大半としている番組制作会社が打撃を被ってしまう。制作会社が打撃を受け

続ければ、コンテンツの品質低下につながり、スポンサーからの広告収入が減る。なぜなら、

面白くない番組に、誰も広告を出そうとは思わないからである。 

 

3333．番組出演者の売上が減る．番組出演者の売上が減る．番組出演者の売上が減る．番組出演者の売上が減る    

 テレビ・映画等の出演者は、番組の内容、放映時間、放映回数、ターゲット視聴者層など

を考慮して出演契約をしている。しかし動画の違法配信によって、前述した様にテレビ離れ

や観客動員の減少を引き起こし、本来得られるべき利益が減ると、同時に本来得られるべき

出演料も得られなくなる可能性があり、出演者が経済的打撃を受ける。 

そうすると、製作の段階で契約できる出演者が限られる等によってコンテンツの品質低下

につながり、品質が低下すれば企業はスポンサー提供をしようと思わなくなり、結果スポン

サーからの広告収入が減る。 

 

4444．番組自体の価値が減る．番組自体の価値が減る．番組自体の価値が減る．番組自体の価値が減る    

 スポンサーの意に反するサイトで番組が違法配信されると、そのまま番組やスポンサーに

対する印象が悪化する場合がある。スポンサーはイメージ悪化のために広告費を出している

わけではない。これを放置することは、広告収入が減ることにつながる。 

上記の他にも、コンテンツの権利関係であるとか、肖像権の問題であるとか、個々の細かな

権益・利益侵害を挙げたらキリがなくなってしまうのだが、テレビ番組には様々な権益が複

数詰まっているため、被害額はゲームソフトなどと違い莫大なのである。 

 

5555．製作者の賃金が減る．製作者の賃金が減る．製作者の賃金が減る．製作者の賃金が減る 

動画の違法アップロードが産業に与える被害は、収益の多くを DVD 等映像ソフトの関連商

品の売り上げに依存しているアニメ産業などに対して、特に大きなものとなる。 

 特に日本のアニメ産業に関しては、今まで売り上げや技術的に他国を圧倒してきたにも関

わらず、製作費の削減により、アニメーターへの製作費が捻出できず、その作業を海外へ外

注することも増えてきている。さらに、海外のアニメーターの技術水準が上がってきたこと

から、国内のアニメーターは仕事を海外にどんどん取られている。 

図に示すように、日本のアニメーターの生活は、苛烈を極めている。20代の平均収入は

僅か 110 万円程度であり、30代までは国民全体の平均収入の半分程度しかない。 

彼らに対し正しい利益分配が行うことができれば、こうした現状を改善することも可能であ

ると考える。 
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図表１４図表１４図表１４図表１４....日本のアニメーターの平均収入日本のアニメーターの平均収入日本のアニメーターの平均収入日本のアニメーターの平均収入１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１５図表１５図表１５図表１５....国民全体の平均収入国民全体の平均収入国民全体の平均収入国民全体の平均収入２２２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
１１１１ この金額は、アニメ関連以外の収入も含んだ総収入である 
 
２２２２国税庁、平成 18年分 民間給与の統計調査 給与階級別分布 
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第第第第 2222 節節節節    広告機能の効率化広告機能の効率化広告機能の効率化広告機能の効率化    
前節において広告効果の現状として既存媒体を使った広告の価値が減少していることを

述べたが、ここでは広告機能を効率化するための方策を模索したい。 

テレビでの広告効果の希薄化が進んだ今、相対的にインターネットでの広告の価値が増して

いる。イギリスのデータを参照すると、2009 年前半、インターネットの広告支出は 17 億 5000

万ポンドと、前年と比べ 4.8％増加した。これは、広告市場全体の支出額が－17%と低迷し

ている中で唯一のプラス成長となっている。その結果、インターネット広告支出はイギリス

における広告支出全体の 23.5％を占めるに至っている。また下図 2 は、英国における 2008

年以前と 2009 年前半の配信媒体別の広告支出の割合を表している。これによると、2008 年

以前はテレビが 38％という数字に対し、インターネットは 18.7％という結果だった。しか

し、2009 年になると一変して、テレビが 21.9％に減少し、初めてテレビを越えてイギリス

最大の広告媒体となった。 

以上から、TVCM の広告効果が減少し、インターネット利用率が上昇している日本において

もインターネットを使った広告産業が確立される可能性は十分にあると言える。 

 

図図図図表１６表１６表１６表１６....    英国の広告支出英国の広告支出英国の広告支出英国の広告支出    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図図図図表１７表１７表１７表１７....    英国の広告支出の変化英国の広告支出の変化英国の広告支出の変化英国の広告支出の変化    
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第第第第 3333 節節節節    ファイル共有ソフトの使用ファイル共有ソフトの使用ファイル共有ソフトの使用ファイル共有ソフトの使用    
 第１章の第３節で触れたように、ファイル共有ソフトは各業界に多大な被害をもたらす可

能性があると指摘されている。ファイル共有ソフトで出回っているデータは、デジタルデー

タであることから、音質や画質が劣化しないコピーが可能である。また、無料で広がってい

ることから著作権者に利益が還元されない点や匿名性が強いと思われているという点でも

被害を拡大させる要因となっている。 

 P2P 型のシステムでは著作権者に利益が還元されないことに関する説明は、以下のとおり

である。DVD や Blu-ray といった記録媒体へのコピーは、私的録音録画補償金制度により記

録媒体自体の価格に上乗せされていることから、著作権利保有者への利益還元を行うことが

可能である。それに対し、P2P 型のファイル共有ソフトでは、データのみをやりとりするた

め、記録媒体などに移さない限りは著作権利保有者への利益還元を行うことが出来ない。ま

た、ファイル共有ソフトでは、パソコンを用いるため、ハードディスクは音楽や映像データ

を入れずに使うこともありうるので、私的録音録画補償金制度を取り入れにくいという問題

もある。それに加え、近年、私的録音録画補償金制度を適用できない iPod などの持ち運び

可能なハードディスク型の映像及び音楽再生機器の普及もあり著作権利者への利益還元は

さらに困難なものとなった。 

また、P2P 型のシステムにおける匿名性が高いことに関しては、違法利用者の多さから告

発が困難となっているという点がある。前述した通り、ファイル共有ソフトがハイブリッド

型からピュア型へと移行したことから、匿名性が高まり、利用者の違法アップロードを助長

することとなっている。しかし、ハイブリッド型を用い、ファイル共有ソフトの匿名性を低

めることで、セキュリティ問題や著作権管理問題の解決への手助けとなる。これは、違法デ

ータ配信者の特定を容易にすることに加え、サーバーを介することで情報管理を容易にし、

違法アップロード防止の手助けとなるということである。それに加え、情報管理を用意にす

ることでウイルスファイル等の早期削除にも繋がり、セキュリティ強化へと繋げることも可

能である。 

 また、2010 年の 1 月 1 日から施行される予定のダウンロード違法化が策定される予定で

ある。このダウンロード違法化とは、今までは、著作物をアップロードすることが違法だっ

たのに対し、ダウンロードをも違法化するというものである。この法制度化の背景には、現

状では、P2P を用いたファイル共有ソフト利用者への告発は年間 3から 4 件程度とごく少数

のものであり、利用抑止効果の低さがうかがえるため、法を厳格化することで告発件数を増

やし、利用抑止効果を狙うというものである。 

このようにファイル共有ソフトの利用者拡大は、著作権利保有者に多大な被害をもたらし

ていることがうかがえるが、ファイル共有ソフトの匿名性を低めることと新法案により、違

法利用を抑止することで、被害を縮小することができるのではないかと考えられる。 
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第第第第 4444 節節節節    現行法制度における弊害現行法制度における弊害現行法制度における弊害現行法制度における弊害    
第 1章 4 節で述べたように、違法アップロードに関して日本は法整備が実質的にも意識的

にも他国に比べ進んでおり、法的取締りが可能な地盤があることになる。しかし、このよう

に著作物のデジタル化に対応する形で著作権の解釈も変化してきてはいるものの、上述のよ

うに著作権の違法利用者を減らすことはできていないのが現状である。 

その要因として考えられるのが、著作権が親告罪に分類されることにあるだろう。 

まず、著作権法 第 123 条第 2 項に「第 119 条１１１１及び第 121 条２２２２の 2 の罪は、告訴がなけれ

ば公訴を提起することができない。」と定められている。これを簡単に言うと、著作権は親

告罪である、となる。 

親告罪とは、告訴がなければ公訴ができないことである。すなわち動画の違法アップロー

ドによって直接被害を受ける権利者が告訴しないかぎり、公訴することはできないというこ

とである。このことは、前述のように、現在はネットワークの拡大によりアップロード者の

数が大多数となっているため、権利者たちがそれら全てに対して公訴を行わなければならな

いという点で問題となっている。このようなことから、権利者による公訴は数少ないものと

なっている。 

図表１８図表１８図表１８図表１８....著作権法違反事件数の推移著作権法違反事件数の推移著作権法違反事件数の推移著作権法違反事件数の推移    

        
平成平成平成平成 15151515
年度年度年度年度    

平成平成平成平成 16161616
年年年年度度度度    

平成平成平成平成 17171717
年度年度年度年度    

平成平成平成平成 18181818
年度年度年度年度    

平成平成平成平成 19191919
年度年度年度年度    

（上半（上半（上半（上半
期）期）期）期）    

著作権法違反（海賊著作権法違反（海賊著作権法違反（海賊著作権法違反（海賊
版事犯等）版事犯等）版事犯等）版事犯等）    

計計計計    70 109 145 163 81 

うちネットうちネットうちネットうちネット
ワーク利用ワーク利用ワーク利用ワーク利用    

41 82 67 87 49 

 

上記図表 18iiiiiiiiによると、平成 15年度から 19 年度までで、ネットワーク利用の著作権違反

での検挙数は、40～90 件程度と、現状インターネット上にアップロードされている違法動

画の数と比較してあまりに少ないことがわかる。これも、親告罪の性質故だろう。 

また、現状親告罪にも問題はあり、非親告罪化の動きも確かにある。彼らの主張は、強力

かつ効果的な取締を推進していく必要があるが、海賊行為を親告罪としておくことにより、

以下のような取締上の支障又はリスクが生じているというものである。 

 

1.海賊行為が巧妙であったり、権利者が複数存在していることで権利関係が複雑になってい

る場合には、告訴権者による侵害の立証、関係者の調整等が困難であり負担が大きくなる。 

 

2.告訴権者が中小企業、ベンチャー企業等、資力や人員の制約が大きい場合には、負担を考

慮するあまり、告訴を躊躇する恐れがある。 

 

3.親告罪は、刑事訴訟法により、「犯人を知った日から６ヶ月を経過したとき」は告訴が不

可能になる。そのため、侵害事実の立証に時間が掛かる場合や、何らかの事情で告訴を躊躇

した場合には、出訴期間が経過してしまう事態が発生し得る。出訴期間が経過すれば、起訴

及び没収を含む科罰が不可能になる。 

                                                      
１１１１第 119条:「著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に関する罪」 
２２２２第 121条:「商業用レコードに関連する罪」 
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以上を踏まえると、日本では他国に比べデジタル化した著作物に対しては、他国に比べて

優れた法制度を保持してはいるものの、著作権侵害に対しては親告罪であることから、現状

の法体系のもとでは創作者の権利を守り切るのには限界があると考えられる。 

 

 

第５節第５節第５節第５節    公正な公正な公正な公正な利益分配利益分配利益分配利益分配の必要性の必要性の必要性の必要性    
2 章１節で述べたように、現状では膨大な量の違法コンテンツがアップロードされてお

り、それによる被害も莫大な金額である。当然のことながら、正規に動画コンテンツが配信

されなければ、正当な利益は生まれない。しかしながら、違法コピー等不正使用行為への対

策が不十分であること、デジタル・コンテンツの海賊版の制作や技術的保護手段の回避行為

といった不正使用の取り締まりが徹底していないため、不正使用行為へのおそれが、権利者

の許諾自粛やデジタル・コンテンツの流通ビジネスに対する企業の積極的な参入を阻んでい

る。 

権利の、インターネット上でのデジタル・コンテンツの使用により得た収益は、公正に配

分しなければならない。なぜなら、これにより、コンテンツ創作者に対して適正な経済的利

益が実際にもたらされることが期待されるからである。 

さらに、分配される適切な対価については、各権利者同士が話し合って決め、各当事者間

の意見を調整、集約させることが大切である。 

前述の通り、テレビ業界、映画業界、商品の製作・販売等の産業、そして製作者に対する

利益分配が行われなくなることにより、果ては大元である原作者が制作意欲を無くしてしま

うことも考えられる。したがって違法アップロードという行為は、映像産業を衰退へと向か

わせる恐るべき行為なのである。 

このような事態を防ぐためにも、公正な利益分配が必要不可欠である。そして、利益分配

が公正に行われれば、製作者や映像産業界で働く人々の仕事に対する姿勢が積極的なものに

なり、そしてそれが映像産業の更なる振興のためのインセンティブになり得ると考える。 

 

第６節第６節第６節第６節    先行研究と本稿の位置付け先行研究と本稿の位置付け先行研究と本稿の位置付け先行研究と本稿の位置付け    
 以上より、違法アップロードの存在と無料動画サイトの存在が現行の既存有料動画サイト

によってその働きに障害を受けていることがわかった。我々は問題意識として、技術の発展

により違法コピーが簡単になったことと、それがインターネット経由で動画サイトにアップ

ロードされ、著作権が侵害されていることを挙げている。 

我々と同様の問題意識に基づいて行われた研究としては、吉松・山田(2007)がある。吉松・

山田(2007)１１１１によると、「急激に普及した動画共有サイトに焦点をあて、著作権制度を中心

にモラル・技術の側面から動画共有サイトが健全なメディアとして社会に受け入れられるよ

う提案をする」と述べている。 
 

その際、動画共有サイトにおける 1番の問題点は著作権にあると指摘し、この問題点は、

動画共有サイトにおいて利用者に著作権に関する注意や解説が十分にされていないことと、

                                                      
１１１１武蔵工業大学環境情報学部情報メディアセンタージャーナル 2007.4 第 8 号の「動画共有サイトにおける

マルチメディア著作権問題の検討」（吉松綾子氏、山田豊通氏による）  
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サイト内における通報ボタン（規約違反の動画を発見した際に、ボタンをクリックすること

でサービス提供者に当該動画を通報出来る重要なシステム）のわかりにくさという点に端を

発するものであると述べている。そこでこれらの問題点を考慮したうえで、動画共有サイト

が健全なメディアとして社会に受け入れられること、また各利用者が著作権をきちんと理解

することによって違法動画を利用者自らが自浄出来る仕組みをつくるためのサイト提案を

行っている。 

これに対し我々は、権利侵害の動画が多い現状を把握している点では同じであるが、違法

アップロードによる著作権の侵害から発生する被害を権利者サイドから問題化し、違法アッ

プロード動画の元々の権利者への利益分配を可能にするような新たな動画サイト創設を提

案するという点に違いがある。先にも述べた通り、利益が公正に分配されることにより更な

る産業活性化と発展を推進させることが最終的な目的である。以下では、このサイトの創設

によって具体的に何がもたらされるのかを考察する。 
 

1.1.1.1.    動画共有サイトにおいて動画共有サイトにおいて動画共有サイトにおいて動画共有サイトにおいて利用者利用者利用者利用者に著作権に関する注意に著作権に関する注意に著作権に関する注意に著作権に関する注意や解説が十分にされていないこや解説が十分にされていないこや解説が十分にされていないこや解説が十分にされていないこ
とととと    

2222....    サイト内におけるサイト内におけるサイト内におけるサイト内における通報ボタン（規約違反の動画を発見した際に、ボタンをクリックす通報ボタン（規約違反の動画を発見した際に、ボタンをクリックす通報ボタン（規約違反の動画を発見した際に、ボタンをクリックす通報ボタン（規約違反の動画を発見した際に、ボタンをクリックす
るるるるこここことでサービス提供者に当該動画を通報出来る重要なシステム）のわかりにくさとでサービス提供者に当該動画を通報出来る重要なシステム）のわかりにくさとでサービス提供者に当該動画を通報出来る重要なシステム）のわかりにくさとでサービス提供者に当該動画を通報出来る重要なシステム）のわかりにくさ    

 

の 2 つを挙げている。そこでこれらの問題点を考慮したうえで、動画共有サイトが健全なメ

ディアとして社会に受け入れられること、また各利用者が著作権をきちんと理解することに

よって違法動画を利用者自らが自浄出来る仕組みをつくるためのサイト提案を行っている

のだ。 

これに対し我々は、権利侵害の動画が多い現状を把握している点では同じであるが、違法

アップロードによる著作権の侵害から発生する被害を権利者サイドから問題化し、違法アッ

プロード動画の元々の権利者への利益分配を可能にするような新たな動画サイト創設を提

案する。先にも述べた通り、利益が公正に分配されることにより更なる産業活性化と発展を

推進させることが最終的な目的である。以下では、このサイトの創設によって具体的に何が

もたらされるのかを考察する。 
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第第第第3333章章章章    分析方法分析方法分析方法分析方法    

第第第第1111節節節節    目的目的目的目的    
先行論文（吉松・山田 2007 年）、著作物の違法アップロードに対しての方策として、いか

に法律でそれを規制するかということに焦点を当てて論じていた。しかし前述の通り、著作

権法違反が現行の親告罪である限り、法律による違法アップロードへの締め付けの効果はい

つまでも限定的なものであると考えられる。そこで我々は、法律によって違法アップロード

を規制するよりも、違法アップロードが行われている無料動画サイトを利用することによっ

て利用者が得るインセンティブを調べ、それを分析することによって、そのインセンティブ

を有料動画サイトでも得られるような仕組みを作ることを提案する。そうして無料動画サイ

トから有料動画サイトに利用者を引き入れることが可能になるような動画サイトを構築す

ることが、違法アップロードを減少させることにつながることを示す。 

現状で有料動画より無料動画サイトのほうがはるかに多くの人々に利用されている大き

な理由の一つにまず利用料金があると思われる。一般の市場においても価格というのは商品

の魅力を決める重要な要素である。しかも無料ともなればこれ以上の強い要素は無いように

も思える。だが、果たして利用者は料金だけでどのサイトで視聴するか選択しているのだろ

うか？ 

 また動画の画質に関しては、無料動画サイトにあふれている動画の多くは画面を引き伸ば

すと、ぼやけてしまうような画質の良くないものである。それに対して有料動画サイトで配

信されている動画は DVD にも引けをとらない高画質のものである。そういう観点からは、画

質は利用者を惹きつける要素であると考えられる。 

 このように、利用者にとって動画を利用することで得られる効用は価格以外にも様々なも

のがある。そこで、いったいどの要素がどれだけ利用者の選択に影響を与えているのか、こ

れを数値化して客観的な指標によって評価することが、利用者の選好を把握することにつな

がり、ひいては無料動画サイトに対抗できる有料動画サイトを作ることにつながると考え

る。そこで、この点について以下ではコンジョイント分析という手法を使って分析を行う。 

 

第第第第2222節節節節    コンジョイント分析とはコンジョイント分析とはコンジョイント分析とはコンジョイント分析とは    
今章では、有料動画サイトにおいて利用者に重視されている要素について、コンジョイン

ト分析を用いて調査する。まず、コンジョイント分析の特徴について説明する。物の好き嫌

いなどの感覚的情報を計測する手段として一般的に用いられている手法がアンケート調査

である。コンジョイント分析とは、このアンケート調査によって得た被験者の応答を用い、

その好き嫌いに影響を及ぼす「物」の特徴（例えば、機能、デザイン、価格など）について
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個別の効果を推定することを可能にするものである。この分析手法は、商品のマーケティン

グなどにおいて広く使われている手法である。 

具体的な分析手法は以下の通りである。まず、コンジョイント分析において、調査したい

特徴の種類（機能、価格など）のことを「属性」、特徴の具体的な内容（例えば○○機能、

1000 円）を「水準」と呼ぶ。このときすべての「属性」について、１つずつの「水準」を

選び出し、それを組み合わせたものは、具体的な商品イメージとして被験者に理解されて、

評価の対象となる。このように商品のコンセプトを理解できるような属性の組み合わせを

「属性プロファイル」または単に「プロファイル」という。 

 このようなコンジョイント分析を用いると、各プロファイルの好き嫌いの度合い、順番、

あるいは一対比較での優劣を被験者にたずねることによって、なぜそのモデルが好まれるの

か、「水準」ごとの影響度が分かる。 

我々は、コンジョイント分析によって動画サイトの動画の質やサービス内容、料金などの

各要素が、利用者がサイトを選ぶ際にどれだけ重要視されているか、すなわち動画サイトの

魅力への寄与度を明らかにする。動画サイトのどの要素がいくら利用者に重視されているか

を明らかにすることで、そのデータを参考にしたサイト構築を行うことができ、現状の有料

動画サイトまた無料動画サイトにも勝る魅力を持つ新たな有料動画サイトを作ることがで

きると考える。以下では、我々が行った分析について説明する。 

 まずこの調査にあたり、利用者が（有料）動画サイトを選ぶ基準として考えられるものの

うち、属性として『サービス内容』、『動画の画質』、『料金の決済方法』、『月額料金』の 4

つを定義した。 

まず、『サービス内容』としては、「ビデオクリックス」「クーポンサービス」「オススメ動

画サービス」「広告検索サービス」の 4 つを定義した。「ビデオクリックス」は videoclix

社によって開発された「動画鑑賞中に動画内の対象をクリックすることで、その対象の情報

が表示され、販売しているものに関してはその通販ページへのリンクも表示される」という

新しい埋め込み型の広告のことを表わしている。「クーポンサービス」は動画ページで、店

舗などで使える割引クーポンなどが得られるサービスと定義した。「オススメ動画サービス」

は利用者の視聴履歴などから、その嗜好を分析し、好まれるであろう動画を利用者に紹介す

るサービスである。最後に、「広告検索サービス」はメーカーや代理店と協力し、サイト内

に商品のスペックを分かりやすくあらわした動画の特設スペースを作り、動画でより視覚

的、聴覚的に分かりやすい商品紹介を実現するサービスである。 

サービスは現在も既存の有料動画サイトが多岐にわたる様々なものを提供しているが、ま

だ一般的ではないが、他のサイトで使用され、将来的に動画サイトにおいても集客能力を持

つであろうサービスに限定し、4 つの水準を定義した。水準を 4 つまでとした理由は後述す

る。 

次に『画質』としては、「低画質」、「高画質」の 2つを定義した。『画質』の「低画質」は

YouTube などによく存在するような画面を引き延ばすと画像がぼやけてしまう低い画質、

「高画質」は有料配信で見られるブロードバンド向けの、全画面表示にしてもぼやけない高

い画質とする。 

『料金の決済方法』としては、「クレジットカード支払い」、「プロバイダー支払い」、「携帯

電話支払い」の 3 つを定義した。『料金の決済方法』の「クレジットカード支払い」は既存

の有料サイトの大多数で主流となっているクレジットカードによる支払い方法と定義した。

「プロバイダー支払い」とは私達が考え出した支払方法で、まだ実現はしていないものだが

動画サイトの利用料金をプロバイダーに委託して接続料金と一緒に支払う方法と定義した。

「携帯電話支払い」とは前述のプロバイダーを携帯電話の各会社に置き換えたもので、各携

帯電話会社に委託して端末の利用料金と一緒に支払う方法と定義した。 

最後に『月額料金』としては、「1000 円」、「2000 円」、「3000 円」、「4000 円」の 4つの水準

を定義した。『利用料金』の水準は有料動画サイトにおける効果を調べるため、今回は「0
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円（無料）」を除外し、「1000 円」、「2000 円」、「3000 円」、「4000 円」の 4 つの水準を定義し

た。 

 

上記の水準を組み合わせてプロファイルを作成するわけであるが、すべての水準の組み合

わせで作成すると、4×2×3×4＝96 と膨大な量のプロファイルが必要となり、被験者にも

多大な負担を強いることになり、解析が複雑なものとなる。 

そこでコンジョイント分析ではよく直交計画が用いられる。ある属性とほかの属性のそれ

ぞれの水準が、互いに同回数ずつバランスよく表れるような組み合わせになっているとき、

これらの属性は直交しているといい、このような組み合わせで実験を行う計画のことを直交

計画という。直交計画を用いれば総当たり法よりもはるかに少ないプロファイル数で信頼で

きるデータを収集することができる。 

しかしこのとき、1属性あたりの水準数が 4 より大きいものとなると直交計画は複雑とな

り、総当たり法にはもちろん及ばないものの、より多くのプロファイル数が必要となってし

まう。これが『サービス』の水準数を 4に限定した事情である。 

私達は以上の水準を直交表に基づいて組み合わせたプロファイルに被験者に点数をつけ

て評価してもらう形式を選択し、アンケートを実施した。 

ここで以下では、これらの『属性』の「水準」がどれだけ有料動画視聴サイトの人気に寄

与しているかをコンジョイント分析により分析する。 

 

 

第第第第3333節節節節    アンケート内容の詳細アンケート内容の詳細アンケート内容の詳細アンケート内容の詳細    
被験者には直交表に基づいて作成した 16 個の各プロファイルに 1～10 点の点数をつけて 

もらった。 

以下実際に配布したアンケートの一部である。 

 

図表１９図表１９図表１９図表１９....アンケートの一部アンケートの一部アンケートの一部アンケートの一部    

---------------------------------------- 

<< プロファイル番号 1 >> 

    サービス = ビデオクリックス 

        画質 = 低 

    決済方法 = クレジット 

        価格 = 1000 

 

1  

   

2  

   

3  

   

4  

   

5  

   

6  

   

7  

   

8  

   

9  

   

10  

  

 

 

 

 

上部にプロファイルの内容を提示して、下部の表に丸をつけることによって点数をつけても

らった。 

 

アンケートは日本大学経済学部の学部生 220 人を対象に行った。うち無回答のデータを除

いた有効なデータは 202 人分であった。これらを用いてコンジョイント分析を行った。 
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今回のアンケートにおいては、コンジョイント分析とは別に本学部生を対象としたもう１

つアンケートのアンケートを行った。それは、動画サイトの利用価格と広告の許容時間であ

る。 

テレビにおける広告は 60分間の放送に対し、およそ 6 分間であることをアンケート対象

者に示し、それを参考にしつつ動画サイトの利用料金を 0 円、1000 円、2000 円、3000 円、

4000 円で各々0分から 12分の中で広告の許容時間を集計した。 

 

第第第第4444節節節節    分析結果分析結果分析結果分析結果    
コンジョイント分析には SPSS 社の PASW statistics、追加アドオンの PASW conjoint を使

用した。 

コンジョイント分析に使用した効用関数については（上田・2001）を参照してほしい。 

 

収集したデータを分析プログラムにかけて、被験者が各属性のどれを、また各水準のどれを重

要視しているかを分析した。 

 

以下は一人の被験者のデータを分析し、それを抜き出した例である。 

    
図図図図表表表表 20202020----1111....分析結果分析結果分析結果分析結果    

被験者被験者被験者被験者    1: 11: 11: 11: 1    

 ユーティリティ推定値 

サービス ビデオクリックス -.267 

クーポン .456 

オススメ -1.394 

広告検索 1.206 

画質 低 -.913 

高 .913 

決済方法 クレジット 2.284 

プロバイダー -1.067 

携帯電話 -1.217 

料金 1000 3.475 

2000 -1.203 

3000 .000 

4000 -2.272 

 

図図図図表表表表 20202020----2222....分析結果分析結果分析結果分析結果    

重要度値重要度値重要度値重要度値 

サービス 19.012 

画質 13.357 

決済方法 25.603 
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重要度値重要度値重要度値重要度値 

サービス 19.012 

画質 13.357 

決済方法 25.603 

料金 42.028 

 

図 1 の「ユーティリティ推定値」は一人の被験者が各水準をどれだけ重視しているかを示

している。正の大きい値ほど重要視していることを示している。 

図 2 の重要度値は各属性のうち、被験者がどの属性をどの割合で重視しているかを示して

いる。 

    

    

以下は被験者全体のデータを分析したものである。 

    
図表図表図表図表 20202020----3333....分析結果分析結果分析結果分析結果    

 
ユーティリティ

推定値 

サービス ビデオクリックス -1.460 

クーポン .500 

オススメ .575 

広告検索 .385 

画質 低 -1.835 

高 1.835 

決済方法 クレジット 2.671 

プロバイダー -1.734 

携帯電話 -.937 

料金 

 

 

  

1000 5.026 

2000 1.098 

3000 .000 

4000 -6.124 

 

図表図表図表図表 20202020----4.4.4.4.分析結果分析結果分析結果分析結果    

重要度値重要度値重要度値重要度値 

サービス 19.211 

画質 15.516 

決済方法 18.021 

料金 47.252 

 

図 3 は被験者が各水準をどれだけ重視しているかの平均を示している。正の大きい値ほど

重要視していることを示している。 

図 4 は被験者がどの属性をどの割合で重視しているかの平均を示している。 
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第第第第5555節節節節    分析結果の考察分析結果の考察分析結果の考察分析結果の考察    
 分析結果を使って各属性が利用者にどれだけ重視されているか見ていくと、やはり『利用

料金』が最も重視されている属性だということが分かる。一方で『画質』よりも『サービス』

や『決済方法』は重視されている傾向が見える。（図表 20-4 参照） 

 細かく各属性の中の各水準を見ていくと（図表 20-3 参照）、まず『サービス』では「ビデ

オクリックス」の重視の度合いが低かった。これは、まだなじみの薄いサービスで被験者が

サービスの内容を想像しにくかったのも一因ではないかと考えられる。他方で「広告検索サ

ービス」には魅力を感じた被験者が一定数いたようだ。 

 『画質』ではやはり「高画質」の重視度が高く、「低画質」の重視度が低い結果となった。 

 『決済方法』では「クレジットカード支払い」が重要な要素と捉えられた。我々が「クレ

ジットカード支払い」より簡素で、重要視されると予想していた「プロバイダー支払い」、

「携帯電話支払い」は予想に反して魅力を感じた被験者は少なかった。 

 『利用料金』では安ければ安いほど魅力があるという結果があらわれ、特に 2000 円以下

の料金に魅力を感じる被験者が多かった。一方「4000 円」の利用料金のユーティリティ推

定値が-6.124 と低いものとなったのは「4000 円」が提示した中で最大の選択肢だったこと

も理由の一つに考えられる。 

 分析の結果、動画サイトにおいて利用者が最も重視している要素は利用料金ということが

分かった。だが、それ以外の『画質』、『サービス』、『決済方法』もサイトを選ぶ際の基準に

なり得るということもデータは示している。 

図表 20-4 の重要度において、サービス、画質、決済方法の重要度の合計が価格の重要度

を超えていることを考えれば、有料動画サイトでも充実した新しい数々のサービス、高い画

質、簡素な決済方法、加えて豊富な動画量を実現できれば既存の無料動画サイトに勝ること

は可能だと我々は判断する。 

 このことを念頭に置いた新たな有料動画サイトの構想を次章で具体的に説明していく。 
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第第第第4444章章章章        理想的な動画サイト理想的な動画サイト理想的な動画サイト理想的な動画サイト    

 

第第第第1111節節節節    分析結果を踏まえて分析結果を踏まえて分析結果を踏まえて分析結果を踏まえて    
 前章で我々は、有料動画サイトでも充実したサービス、高い画質、簡素な決済方法、豊富

な動画量を実現できれば既存の無料動画サイトに勝ることは可能だと判断した。しかし現実

的には有料動画サイトが無料動画サイトに対抗するためにはやはり利用料金の引き下げを

考えねばならない。また、豊富な動画量を実現し、動画における複雑な権利関係の処理を簡

易化するためには著作権の権利を集積することが必要である。 

そこで我々は、望ましい動画サイトの構築にあたり、まず収益を拡大するために広告収入

の増加と P2P 技術を用いた運営コストの削減を図る。その際、P2P の利用に当たっては、前

述したセキュリティの問題も考慮した使用方法を提案する。それに加え、豊富で効率的な著

作権利物の運用を行うための権利集積のありかたを提示する。これらの新たな動画サイトの

特徴について、具体的に以下の第 2節、第 3節、第 4 節で検討する。 

 また、第 5 節以降では、この新たな動画サイトが権利者や利用者にもたらす様々なメリッ

トについて具体的に検討する。 

 

第第第第2222節節節節    広告による収益の拡大広告による収益の拡大広告による収益の拡大広告による収益の拡大    
広告収入の増加には動画本編への広告の導入が必要であるだろう。今回、コンジョイント

分析とは別に本学部生を対象としてもう１つアンケートを行った。それは、動画サイトの利

用価格と広告の許容時間の関係の調査である。 

テレビにおける広告は 60分間の放送に対し、およそ６分間であることをアンケート対象

者に示し、それを参考にしつつ動画サイトの利用料金を 0 円、1000 円、2000 円、3000 円、

4000 円と仮定し、その状況で、60分の動画のうち許容出来る広告の長さを各々0分から 12

分の中で選択させ、集計した。 

集計の結果 0 円の場合許容出来る広告時間の平均は 6.4 分、1000 円の場合は 3.9 分、2000

円の場合は 2.8 分、3000 円の場合は 1.9 分、4000 円の場合は 1.4 分という結果が出た。 

 現在のテレビ番組が 1時間あたり 6 分から 10分の広告を含んで構成されていることをふ

まえると、これは動画本編への広告の導入が利用者の理解を得ることが出来ることを示して

いる。 

また、それ以外にも先のコンジョイント分析の章で述べた「ビデオクリックス」や「広告

検索サービス」を生かせば利用者に商品情報を与える受動的な広告だけでなく、利用者が欲

しい商品情報にアクセスできる能動的な広告も実現可能である。 
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こうして多様な広告が展開できることで、企業も積極的に広告を出すインセンティブが生

まれる。そうなると人気の動画の広告枠をオークション形式で募集するといったことも可能

になり、より高い価格での広告の募集が実現すると考えられる。 

 

第第第第3333節節節節    P2PP2PP2PP2P の取り込みの取り込みの取り込みの取り込み    
以上のような、動画配信における問題を P2P の技術を取り込むことで解決へと繋げられ

る。そもそも、P2P は利用者数の増加に伴い、コンテンツサーバーへの負荷が減少すること

からコスト削減、及び、大規模なサーバー運営を可能にする。それに加え、P2P を動画配信

システムに加えることで、アクセス数が増加するに従い、コンテンツサーバーの負荷を減少

させ、利用者１人あたりのコスト削減へと繋がるため、コンテンツ視聴が困難となることや、

コマ落ちによる動画クオリティ難、音声の乱れといった問題が解決される。 

 次に、セキュリティ問題においても、サーバーを用いず、個々の端末のみで運営するピュ

ア型に比べ、ハイブリッド型を用いると、一部をサーバーに委ねることで、セキュリティ強

化へと繋がる。具体的には、端末間認証や DRM(デジタル著作権管理)対応など既存のセキュ

リティ技術に加え、著作権保有コンテンツに対し、管理者側からのみの投稿とすることで情

報漏洩を低下させることが出来る。また、利用者側からの個人動画投稿に対しても、一度管

理者を介してから動画配信を行うことで情報漏洩を防ぎつつ、コンテンツの充実を図ること

が可能である。 

 上記のような機能に加え、ブラザー工業が開発した｢Einy｣という P2P を用いた次世代動画

配信システムを用いることで、違法アップロードによる無断転載の防止に加え、通信のセキ

ュリティにおける端末間通信を暗号化する暗号化することで端末間の情報流出を防ぐとい

った手法をとり、より堅固なセキュリティシステムを構築することが可能である。 

 このように、P2P を用いることで、セキュリティ、低コスト、高画質、高音質、コンテン

ツの充実をもたらすことができる。 

 

 

第第第第4444節節節節    権利集積権利集積権利集積権利集積    
現在、映像における著作権は、制作、監督、演出、撮影等、様々な人間がそれぞれ持って

いる。そのため、前述のように違法利用があった場合の訴訟問題も複雑になる。またそれを

商用利用しようとしても、関連する人物・団体全てに許諾を得る必要があり、権利者が一人

でもその利用を拒めば利用することができなくなるため円滑な利用が阻害されている。 

既存の有料配信サイトでも動画の配信は権利者に許諾を得たものだけであり、そのコンテンツ

の種類は限られており多いとは言えない。 

しかし、我々はそうした問題に対し、その複雑な権利体系をこのサイトで一括管理をする

仕組みを提案する。その結果、著作権管理を簡易化することができ、既存のサイトよりはる

かに多くの動画を配信することが可能になる。また二次利用を希望する個人・団体へ詳細な

著作権情報の提示、その許諾、利用料の権利者達への配分を簡易化することも出来る。さら

に商用利用であれば、各権利者たちは、権利処理をこの動画サイトが代行してくれるため、

黙っていても自分に利用料が入ってくることになるため上述のような著作者が著作権侵害

により被害を受けるような構造的な問題を解消することになる。 
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第第第第5555節節節節    新しい動画サイトの魅力新しい動画サイトの魅力新しい動画サイトの魅力新しい動画サイトの魅力    
動画サイトにおいて、ジャンル、会社の枠を超えて動画を一か所に集積するという考えは

例にない。Yahoo!と GyaO!の統合のような、単一企業同士の協力関係はあっても、それを産

業全体でやろうという試みはなかった。しかし、それをやることによって、無料動画サイト

に対して圧倒的に劣る「動画の数」という点に関して比肩することができる。また、今まで

バラバラだった権利を、この動画サイトを通じて一か所に集積することにより、訴訟の動き

も取りやすくなる。 

 またこの時、動画の大規模集積を円滑に行うために、P2P の技術を積極的に取り入れてい

きたいと思う。前述した通り現状 P2P における課題点は解決されているので、商用利用も可

能であると考えるからだ。 

 大規模に集積された P2P による動画サイトという新しいアイデアは、現状の様々な問題を

解決するには最も適当であろうと我々は考える。 

 

3333----1.1.1.1.新規クリエー新規クリエー新規クリエー新規クリエーターの育成ターの育成ターの育成ターの育成    

この動画サイトの特徴の一つである動画の大規模集積及びその管理・保護体制は、映画・

アニメの制作会社のような組織的・企業的な権利者にとってだけでなく、新規のクリエータ

ーにとっても魅力的なものとなる。一般に有料動画サイトは、権利者によって提供された動

画を、動画サイトを通じて配信し、利用者がそれを受動的に利用するだけであった。しかし

この動画サイトは、一般の利用者からの動画投稿も受け付け、その動画に対しても管理・保

護を行うものである。それにより、新規クリエーターの育成をできる土壌を作り上げ、産業

の更なる振興と文化の発展を促進することができる。 

この結果、利用者は受動的な需要者ではなく、能動的な供給者にもなることができる。こ

れは、この動画サイトが権利の集積をし、その管理・保護を行う機構を備えていることによ

り可能となる。 

 

3333----2.2.2.2.広告産業の拡大広告産業の拡大広告産業の拡大広告産業の拡大    

動画の大規模集積という我々の提案する動画サイトの特徴を用い、上記の投稿型動画のシ

ステムと広告宣伝を組み合わせた投稿型広告宣伝システムを設置することを考える。 

まず、コンテンツが集約されることは、利用者数が増加し、多種多様のコンテンツに触れ

る機会が増えることになる。そのため、広告宣伝をひとつのコンテンツとして配信すること

によって、多数の利用者が広告に触れることで、その宣伝効果は増大すると考えられるので

ある。 

通常の広告宣伝では、動画コンテンツの中に広告を組み込むことによって、動画視聴者に

対し半ば強制的に広告宣伝を行えるため、企業にとってはほぼ確実に宣伝効果が得られると

いうメリットがある半面、その広告費は高いものとなってしまい、小規模な企業などは広告

宣伝を行うことができなかった。さらに、従来の動画サイトでは、動画の大規模な集積が行

われておらず、利用者が確保できなかったため、投稿型広告宣伝を行ってもほとんど効果が

得られなかった。 

しかし、動画の集積が行われた我々の想定する動画サイトにおいて投稿型広告宣伝を行う

ことによって、通常広告よりもはるかに安い広告費で、効果的な宣伝を行うことができるよ

うになるのである。これによって、今までスポンサーとなりえなかった小規模な企業なども

広告提供を行うことができるようになり、草の根レベルの広告宣伝活動が促進され、広告産

業の発展につながると我々は考える。 
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3333----3.3.3.3.リアルタイム配信リアルタイム配信リアルタイム配信リアルタイム配信    

従来、テレビではリアルタイムで視聴できるジャンルとして、主にスポーツやニュース

といったものがあり、それらの放送時間や内容も地域によって限られているものが多い。 

最近はテレビにおける既存の有料チャンネルのほかに Web での配信機能が発達している

が、まだまだ視聴可能なコンテンツ数が極めて少ない。いまだ大手の動画サイトではこの

サービスを実施していない。 

そこで、4章 3節で述べた P2P のコスト削減、大規模なサーバー運営、情報漏洩の防止

などの強みを生かして、我々の想定する動画サイトでもこの機能を取り入れ、さらにコン

テンツ数の拡大を目指す。より多くのスポーツの試合中継や音楽ライブなどを配信するこ

とで、その場に行けなかった人がリアルタイムで臨場感を味わいながら楽しむことができ、

さらに次回は会場に足を運ぼうというインセンティブに繋がる。また、地域によって視聴

できなかったものが視聴可能になる。 

以上により、利用者の支払意志がより一層高まることが期待できる。 

 

第第第第6666節節節節    方向性のまとめ方向性のまとめ方向性のまとめ方向性のまとめ    
これまでの結果として、利用者はこの動画サイトに対して一定の料金の支払意思があるこ

とがわかった。これにより、料金徴収が可能なことが分かり、この動画サイトの目的の一つ

である権利者への正当な利益分配が可能となる。また、支払意思額に対応した広告の許容時

間が割り出され、そこから利用者は一定の広告挿入を許容できることもわかった。すなわち、

これにより広告掲載主である企業の呼び込みが可能であることがわかる。以上の二つの点か

ら、金銭的な面でも動画サイト運営が可能であるという結論になる。 

次に、この動画サイトの前提条件である、あらゆるジャンルの動画の集積を行っており、

無料動画サイトの一つの強みである動画数に対しても対抗できる。 

さらに、この動画サイトは権利者・運営者からの一方通行的な動画配信だけでなく、利用

者自体が能動的に作品の提供を行い、さらにそこに利益が生まれるような仕組みを取ってい

る。これは、今までの有料動画サイトにも無料動画サイトにも無かったアイデアである。 

そして、最後に 6 章に示すように、この動画サイトの集積という特徴に更なる力を加えるこ

とにより、現行の親告罪の問題点を、親告罪自体を改変することなく解決することが可能で

ある。 
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第第第第5555章章章章    政策提言政策提言政策提言政策提言    

    動画サイトを、帰属する動画に関する全て動画サイトを、帰属する動画に関する全て動画サイトを、帰属する動画に関する全て動画サイトを、帰属する動画に関する全て

の動画の訴訟を行えるようにする。の動画の訴訟を行えるようにする。の動画の訴訟を行えるようにする。の動画の訴訟を行えるようにする。 

ここまで技術の進歩、ネットワークの拡大による様々な影響を論じてきた。そこでは、

著作権が現在のネットワークの拡大の中にあって、親告罪という特徴を持つが故に起きてし

まう問題を指摘した。そうした中、親告罪の問題を解決するために、親告罪を非親告罪化し

ようとする動きがあることも述べたが、非親告罪化をしても、それにより新たな問題が発生

してしまうこともまた述べた。 

そこで我々は、ここまで述べてきた我々の想定する動画サイトを提示し、その集積とい

う特徴に加え、そこに帰属する動画に関する権利を一任することで解決できることを示し

た。そして、この親告罪という法律を変えずに、むしろ親告罪の特徴を生かすことで現行法

そのままに親告罪の問題点を解決することができる。そこで以下では、このような新たな動

画サイトを構築を図ることでこの問題をどのように解決するのかを検討する。 

 

我々の想定する動画サイトは、P2P の導入を行うことにより、あらゆる種類の動画の集

積・運営を行い、それにより権利の集積をも可能にしている。そこで権利の集積に関しては、

すでにそれを成功させている音楽分野が JASRACという組織を設立したことが参考にでき

る。１１１１。 

権利がバラバラである状態というのは、市場に N(多数)の売り手と N(多数の)買い手がバ

ラバラに存在している状態を指す。しかし、前述の JASRACのような例は、売り手側の窓

口を一本化することで、N対Nを 1対Nに変えてしまおうというものだ。 
 
 
 
 
 
 

                                                      
１１１１音楽分野において著作権は非常に複雑になっており、作詞者、作曲者、編曲者、演奏者

（アーティスト）、伴奏者など様々な人間が著作権を保持している。しかし、その複雑な権利

関係を JASRACに一括して行わせることにより、簡便化することに成功している。 
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図表２１.市場の体系 
 
 
 

    ＜権利者＞＜権利者＞＜権利者＞＜権利者＞                                                                                                                                                                                        ＜利用者＞＜利用者＞＜利用者＞＜利用者＞    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜権利者＞＜権利者＞＜権利者＞＜権利者＞                                                                                                                                                                                        ＜利用者＞＜利用者＞＜利用者＞＜利用者＞ 

 
NNNN 対対対対 NNNN    

 
1111 対対対対 NNNN    
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動画(映像)に係る権利としては、制作、監督、演出、撮影等、様々な人間が権利者となっ

ており、こちらもとても権利関係が複雑になっている。 

映像分野においては、音楽分野のように今まで権利の一括集積は行われていなかった。そ

れは、音楽分野の場合は膨大な量の作詞家・作曲家、それによって作り出される膨大な量の

作品が様々な場所で使われているからこそ、これまでその全ての流通に関して管理が必要で

あったのである。しかし、映像分野においては、音楽分野ほど多様に使用される機会もなく、

また音楽分野ほど権利の侵害が行われることもなかった。そのため、権利の集積という考え

自体が必要なかった。 

それが技術の進歩・ネットワークの拡大により、今までは考慮されていなかったインター

ネット経由による違法利用という新しい視点が必要になった。誰でも簡単にインターネット

上に違法アップロードが可能になってしまい、それを利用する人間が増えてしまったから

だ。 

我々の想定する動画サイトでは、ここで動画の権利に関しても 1 対 N の考え方を持ち込

むことにより、この問題に対して有効な対策が可能となる。それにより、2章 4節で前述し

た親告罪の 3つの問題点を解消することができる。 

 

 

1111....    海賊行為が巧妙であったり、権利者が複数存在していることで権利関係が複雑になって海賊行為が巧妙であったり、権利者が複数存在していることで権利関係が複雑になって海賊行為が巧妙であったり、権利者が複数存在していることで権利関係が複雑になって海賊行為が巧妙であったり、権利者が複数存在していることで権利関係が複雑になって

いる場合には、告訴権者による侵害の立証、関係者の調整等が困難であり負担が大きくないる場合には、告訴権者による侵害の立証、関係者の調整等が困難であり負担が大きくないる場合には、告訴権者による侵害の立証、関係者の調整等が困難であり負担が大きくないる場合には、告訴権者による侵害の立証、関係者の調整等が困難であり負担が大きくな

る。る。る。る。    

この論文により想定する仮想動画サイトにおいては、動画コンテンツをここ一か所に集積

している。この動画サイトそのものを前述の「公衆送信権」のようなインターネット配信に

係る権利の窓口にしてしまい、それにより権利を一本化してしまうのだ。しかし、ここでは

音楽における JASRACのように、流通に係る全ての権利の管理集積を行うものではない。

前述のように、音楽分野の場合は膨大な量の作詞家・作曲家、それによって作り出される膨

大な量の作品が様々な場所で使われているからこそ、その全ての流通に関して管理が必要で

あった。しかし、これまで述べてきたように、映像に関してはインターネット経由の違法ア

ップロードというイレギュラーな違法利用が起きてしまった。なので、特に改善が必要なの

がインターネット経由での流通問題なのである。そして、この仮想動画サイトにおいては前

提として様々な動画を集積しており、実質インターネット経由での当該動画の発信がここの

みで行われるため、その唯一の権利保持者となる。そして、この動画サイトが訴訟能力を持

つことにより、インターネット上の違法流通に対する各権利者の訴訟を代行して行うことが

できる。これにより、拡散していた各権利者をこの仮想動画サイトを通じて一か所に集める

ことができる。そして、複雑化された権利関係が一本化されることにより、告訴がより簡単

になる。 

 

 

2222....    告訴権者が中小企業、ベンチャー企業等、資力や人員の制約が大きい場合には、負担を告訴権者が中小企業、ベンチャー企業等、資力や人員の制約が大きい場合には、負担を告訴権者が中小企業、ベンチャー企業等、資力や人員の制約が大きい場合には、負担を告訴権者が中小企業、ベンチャー企業等、資力や人員の制約が大きい場合には、負担を

考慮するあまり、告訴を躊躇する恐れがある。考慮するあまり、告訴を躊躇する恐れがある。考慮するあまり、告訴を躊躇する恐れがある。考慮するあまり、告訴を躊躇する恐れがある。    

二つ目の問題解決に関してはもっとわかりやすいだろう。自社の力が弱いために訴訟まで

踏み込めない権利者に関しても、動画サイトにその一連の行為を代行してもらうことによ

り、自らがその負担を負わずに済む。それにより、時間的にも経済的にも当人たちが余計な

問題に頭を悩ませることもなく、創作・制作活動に専念できる環境整えることができる。 
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3333....    親告罪は、刑事訴訟法により、「犯人を知った日から６ヶ月を経過したとき」は告訴が不親告罪は、刑事訴訟法により、「犯人を知った日から６ヶ月を経過したとき」は告訴が不親告罪は、刑事訴訟法により、「犯人を知った日から６ヶ月を経過したとき」は告訴が不親告罪は、刑事訴訟法により、「犯人を知った日から６ヶ月を経過したとき」は告訴が不

可能になる。そのため、侵害事実の立証に時間が掛かる場合や、何らかの事情で告訴を躊可能になる。そのため、侵害事実の立証に時間が掛かる場合や、何らかの事情で告訴を躊可能になる。そのため、侵害事実の立証に時間が掛かる場合や、何らかの事情で告訴を躊可能になる。そのため、侵害事実の立証に時間が掛かる場合や、何らかの事情で告訴を躊

躇した場合には、出訴期間が経過してしまう事態が発生し得る。出訴期間が経過すれば、躇した場合には、出訴期間が経過してしまう事態が発生し得る。出訴期間が経過すれば、躇した場合には、出訴期間が経過してしまう事態が発生し得る。出訴期間が経過すれば、躇した場合には、出訴期間が経過してしまう事態が発生し得る。出訴期間が経過すれば、

起訴及び没収を含む科罰が不可能になる。起訴及び没収を含む科罰が不可能になる。起訴及び没収を含む科罰が不可能になる。起訴及び没収を含む科罰が不可能になる。    

三つ目の問題解決も、上に同じく解決できる。犯人を知った日がそれ即ちこの動画サイト

が行動を起こす日になり、その動画に係る権利を一任されているため、迅速な行動に移るこ

とができる。6カ月という時間的制約に対して、現状よりも有効な動きが取れるだろう。 

親告罪を非親告罪化してしまうと、第三者からの訴訟が頻発してしまい、その精査に時間

がかかるという問題がある。しかし、この動画サイトと、その能力により、親告罪を非親告

罪化せずともその対応が可能である。 

このように、この仮想動画サイトは親告罪という性質に対して、むしろその権利者告訴と

いう特徴を生かすことによる問題解決が可能である。 

 

上記三つは、動画サイトに権利を集積しているため、いずれの場合も告訴者は権利者であ

ることになる。そして、親告罪というのは権利者からの告訴によって公訴が行われるという

ものである。すなわち、動画サイト自体が唯一の権利者であるため、全ての訴訟を全て一つ

の団体で行えるのである。そのため親告罪を非親告罪化することのリスクに比べれば、遥か

に効率的な体系が出来上がる。 

そして、さらにこの特徴を生かせるのが、このサイトの独自の特徴である、一般の利用者

からの動画投稿を受け付けである。投稿されたその動画に対しても他の動画と同じように保

護を与え、また宣伝を行うことができる。それにより、新たなクリエーターの保護育成を行

える。彼らは動画サイトの利用者として上記図の右側である N の立場に立つと同時に、ま

た自らも動画を提供する 1の立場に立つことができる。 

既存の動画サイトは、権利者によって提供された動画を受動的に利用するだけであった

が、このサイトはむしろ既存の無料動画サイトにあったような、自らも動画の供給者となっ

て、その共同体に能動的に参加する主体となる。 
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